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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成27年6月25日(2015.6.25)

【公表番号】特表2015-513519(P2015-513519A)
【公表日】平成27年5月14日(2015.5.14)
【年通号数】公開・登録公報2015-032
【出願番号】特願2014-560426(P2014-560426)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｂ  23/025    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｂ   23/025    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月21日(2015.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャーシと、第１のフレーム（１００）と、第２のフレーム（１０１）とを備える支持
体上でガラス板を重力曲げするための方法であって、
　前記第２のフレームが関節接合式であり、前記曲げ手順の過程で、関節接合部（１０２
）によって開放位置から閉鎖位置へ移行する、可動な側部の部品（１０３、１０４）を備
え、
　前記ガラス板の前記曲げが、前記第２のフレームが前記開放位置に在るときに、前記第
１のフレーム上で開始され、前記閉鎖位置の前記第２のフレーム上で終了し、
　前記ガラス板が、前記曲げ手順において、前記第１のフレームと前記第２のフレームの
相対的垂直移動、及び前記第２のフレームの前記可動な側部の部品の上昇の結果として、
前記第１のフレームから前記第２のフレームへ移行し、
　前記関節接合部に対する垂直線上に在る前記第１のフレームと前記ガラス板との当接エ
リアが、前記関節接合部が閉鎖される時、前記関節接合部の上方に在る、ことを特徴とす
る、
　方法。
【請求項２】
　前記支持体上での前記曲げが、前記第１のフレームと前記ガラス板との前記当接エリア
が完全に前記第２のフレームの上方に在るときに開始される、ことを特徴とする、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記支持体上での前記曲げが、前記第１のフレームと前記ガラス板との前記当接エリア
が完全に前記第２のフレームと前記ガラス板との当接エリアの下方に在るときに終了し、
前記ガラス板が、この時、完全に前記第２のフレームによって支持され、前記第１のフレ
ームとの間に接点を持たない、ことを特徴とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　関節接合式フレームが閉鎖される時、前記ガラス板は、前記第２のフレームの前記可動
部品の側部の縁（１０９、１１０）によって、及び前記第１のフレームの長手方向の縁（
１０７、１０８）によって支持される、ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項
に記載の方法。
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【請求項５】
　前記第１のフレームと前記第２のフレームの前記相対的垂直移動、及び前記第１のフレ
ームから前記第２のフレームへの前記ガラス板の移転のために、前記第１のフレームが、
前記第２のフレーム内部を通過する、ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のフレームと前記第２のフレームの前記相対的垂直移動、及び前記第１のフレ
ームから前記第２のフレームへの前記ガラス板の移転のために、前記第１のフレームが下
降する、ことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のフレームと前記第２のフレームの前記相対的垂直移動、及び前記第１のフレ
ームから前記第２のフレームへの前記ガラス板の移転のために、前記可動部品が、前記シ
ャーシ（３７）に固定された回動軸（３５、３６）の周りで回動し、前記シャーシが垂直
方向に不動である、ことを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記支持体が、前記第１のフレームに強固に取り付けられたガイド（３９）を備え、前
記ガイドが細長い開口（４０）を備え、前記開口の長さが垂直方向であり、前記関節接合
部の軸（３８）が前記開口の中で係合し、前記開口の中で垂直に移動でき、前記第１のフ
レームと前記第２のフレームの前記相対的垂直移動及び前記第１のフレーム（３１）から
前記第２のフレーム（３２）への前記ガラス板の移転のために、前記第１のフレーム（３
１）及び前記関節接合部が、前記可動部品が前記シャーシ（３７）に固定された回動軸（
３５、３６）の周りで回動するように下降し、前記関節接合部の前記軸が、前記細長い開
口（４０）の底部に在り、その後、前記関節接合部が閉鎖されるとき、前記第１のフレー
ム（３１）が、前記関節接合部の前記軸（３８）が前記細長い穴（４０）の最上部になる
まで下降し続ける、ことを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　関節接合式フレームが、長手方向の縁の各々において中央関節接合部（１０２）又は２
つの関節接合部（２０２、２０３）を備える、ことを特徴とする、請求項１～８のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１０】
　数枚の重ねたガラス板が同時に曲げられる、ことを特徴とする、請求項１～９のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１１】
　第１のフレーム（３１）と第２のフレーム（３２）とを備える、ガラス板を重力曲げす
るための支持体であって、前記第２のフレームが関節接合式であり、関節接合部によって
開放位置から閉鎖位置へ移行できる可動な側部の部品（３３、３４）を備え、前記第１の
フレームと前記第２のフレームが、相対的垂直移動によって相互に可動的であり、前記第
１と第２のフレームの前記相対的垂直移動が、前記関節接合部の開閉に接続され、前記関
節接合部に対する垂直線（４６）上に在る前記第１のフレームと前記ガラス板との当接エ
リアが、前記関節接合部が閉鎖される時に前記関節接合部の上方に在る、ことを特徴とす
る、支持体。
【請求項１２】
　関節接合式フレームが閉鎖される時、前記ガラス板は、前記第２のフレームの前記可動
部品の側部の縁（１０９、１１０）によって、及び前記第１のフレームの長手方向の縁（
１０７、１０８）によって支持される、ことを特徴とする、請求項１１に記載の支持体。
【請求項１３】
　前記第１のフレームと前記第２のフレームの前記相対的垂直移動のために、前記第１の
フレームと前記第２のフレームのうちの一方が、他方のフレーム内部を通過する、ことを
特徴とする、請求項１１又は１２に記載の支持体。
【請求項１４】
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　前記第１のフレームと前記第２のフレームの前記相対的垂直移動、及び前記第１のフレ
ームから前記第２のフレームへの前記ガラス板の移転のために、前記可動部品が、前記シ
ャーシ（３７）に固定された回動軸（３５、３６）の周りで回動し、前記シャーシが垂直
方向に不動である、ことを特徴とする、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の支持体
。
【請求項１５】
　前記支持体が、前記第１のフレームに強固に取り付けられたガイド（３９）を備え、前
記ガイドが細長い開口（４０）を備え、前記開口の長さが垂直方向であり、前記関節接合
部の軸（３８）が前記開口の中で係合し、前記開口の中で垂直に移動でき、前記第１のフ
レームと前記第２のフレームの前記相対的垂直移動及び前記第１のフレーム（３１）から
前記第２のフレーム（３２）への前記ガラス板の移転のために、前記第１のフレーム（３
１）及び前記関節接合部が、前記可動部品が前記シャーシ（３７）に固定された回動軸（
３５、３６）の周りで回動するように下降し、前記関節接合部の前記軸が、前記細長い開
口（４０）の底部に在り、その後、前記関節接合部が閉鎖されるとき、前記第１のフレー
ム（３１）が、前記関節接合部の前記軸（３８）が前記細長い穴（４０）の最上部になる
まで下降し続ける、ことを特徴とする、請求項１４に記載の支持体。
【請求項１６】
　関節接合式フレームが、長手方向の縁の各々において中央関節接合部（１０２）又は２
つの関節接合部（２０２、２０３）を備える、ことを特徴とする、請求項１１～１５のい
ずれか１項に記載の支持体。
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